
令 和 ４ 年 度 ス ポ － ツ 振 興 課 事 業 計 画 概 要 

区
分 

事業名等 事業内容等 実施時期 

人
事 

関係委員の 

任命・委嘱事務 

スポーツ推進審議会委員 10 人 

任期：令和３年７月１日から令和５年６月 30 日まで 
- 

スポーツ推進委員 20 人 

任期：令和３年４月 1 日から令和５年３月 31 日まで 
- 

附
属
機
関 

スポーツ推進審議

会 

スポ－ツ基本法第 31条に基づき、スポ－ツの推進に関する重要事

項について審議する（第３期スポーツ推進計画策定の意見対応） 年５回 

程度 
定例会議 スポ－ツ基本法第 31条に基づき調査・審議する 

関
係
委
員 

スポーツ推進委員

会 

連絡調整・

指導・助言 

スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調

整並びに住民に対するスポ－ツ実技指導その他スポ

ーツに関する指導及び助言を行う 

随時 

研修会への

参加 

①生涯スポーツ担当者会議 ②第 10ブロｯク研修会 

③実務研修会 ④その他 
随時 

定例会議 
地域スポ－ツ推進に関する情報交換及び調査研究

を行う 
年 12 回 

体
育
施
設 

施設設備 
環境保全及び利用者の安全確保のために、市内スポーツ施設の整

備充実に努める（令和５年度からの指定管理者の選定を行う） 
年間 

施設提供 
指定管理者 東京ドームグループの管理・運営により、地域住民が

スポーツ・レクリエーション活動を行う場を提供する 
年間 

調査・研究 社会体育施設整備に関わる調査・研究を行う 年間 

スポーツ相談窓口 誰もが気軽にスポーツに関する相談ができる窓口を開設する 10 月～ 

事
業 

ウォーキング 
健康と体力の向上を図り、参相互の親睦を深めることを目的に実

施する 
５月・１月 

小学生ドッジボー

ル大会 

心身の健康維持と体力の向上を目指すとともに、チームワークと

マナーの大切さを学んでもらうことを目的に実施する 
７月・２月 

市民体力テスト 
体力測定を通じて自己の体力を知り、健康維持に役立ててもらう

ことを目的に実施する 
10 月 

ENJOY ニュースポ

ーツ 

小学生から高齢者まで、障害のある人もない人も一緒に様々な軽

スポーツを楽しみ、参加者間の交流及び健康増進を目的に実施する 
年 12 回 

ボッチャ大会 ボッチャの技術力向上と普及・振興を目的に実施する ６月 

早稲田大学野球教

室 

早稲田大学との連携事業として開催し、児童・生徒間及び大学生

との交流の機会の提供、競技力向上を図ることを目的に実施する 
６・11月 

生涯スポーツ推進 誰もがいつまでもスポーツを続けられる機会の創出を実施する 調整中 

市民スポーツまつ

り 

年代を問わず、障害のある方もない方も参加できる運動会であり、

スポーツに触れるきっかけづくりと、広く地域の活性化を図ること

を目的に実施する 

10 月 

少年野球大会 各競技を通じ、チーム間の交流を図るとともに、日頃の練習の成

果を発揮する機会を提供することを目的に実施する 

９～10月 

少年サッカー大会 10～12月 

ロードレース大会 

各年齢層・走行距離を種目別にし、日頃練習した成果を発揮する

機会を提供するとともに、市民のスポーツ振興及び競技力の向上を

図ることを目的に実施する 

２月 

総合体育大会 
27 競技の大会を実施する市内最大のスポーツ大会であり、市民の

スポーツ振興及び競技力向上を図ることを目的に実施する 
８～12月 

多摩六都ボッチャ

カップ 

 多摩北部都市広域行政圏の５市がスポーツを通じて相互理解を深

め、各市民の気運醸成を図ることを目的に共同事業として実施する 
12 月 

都民生涯スポーツ

大会等選手派遣 

生涯にわたるスポーツ活動の普及・振興を目的とする大会へ、西

東京市から選手を派遣する 
８月～ 

都民体育大会選手

派遣 

各競技種目が区市町村対抗方式で行われ、地区の友好親善を目的

とする大会へ、西東京市から選手を派遣する 
５月～ 

市町村総合体育大

会選手派遣 

各市町村の選手が競い合い、親睦と交流を深めることを目的とす

る大会へ、西東京市から選手を派遣する 
７～８月 

 

【資料２】 


